
　
本
組
織
は
、
青
少
年
に
関
す
る
諸

問
題
の
も
つ
重
要
性
に
鑑
み
、
関
係

団
体
相
互
の
連
絡
お
よ
び
協
力
を
図

り
、
町
民
が
総
ぐ
る
み
で
次
世
代
を

担
う
心
豊
か
な
青
少
年
の
健
全
育
成

を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
活
動
し

て
い
ま
す
。

　「
教
育
部
会
」は
小
中
学
校
、高
校
、

幼
稚
園
、
保
育
園
、Ｐ
Ｔ
Ａ
な
ど
学

校
等
に
関
係
す
る
方
や
、
ス
ポ
ー
ツ

少
年
団
な
ど
の
代
表
者
と
と
も
に
、

毎
年
坂
城
町
Ｐ
Ｔ
Ａ
連
合
会
と
一
緒

に
研
究
集
会
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

　「
育
成
部
会
」
は
、
各
地
区
の
育

成
会
長
を
主
体
に
構
成
さ
れ
、
育
成

会
行
事
の
支
援
の
ほ
か
、
子
ど
も
た

ち
が
自
然
に
親
し
め
る
よ
う
な
「
川

の
学
校
」
な
ど
の
講
座
や
地
域
の
再

発
見
・
世
代
間
交
流
な
ど
を
目
的
と

し
た
「
ウ
ォ
ー
ク
ラ
リ
ー
大
会
」
を

開
催
し
て
い
ま
す
。

　「
環
境
部
会
」
は
、
坂
城
町
交
番
や

少
年
警
察
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
民
生
児
童

委
員
、
シ
ニ
ア
ク
ラ
ブ
連
合
会
な
ど
で

組
織
さ
れ
、
子
ど
も
た
ち
が
安
全
に

生
活
で
き
る
よ
う
な
環
境
づ
く
り
な
ど

を
行
う
た
め
に
、
危
険
箇
所
な
ど
の
パ

ト
ロ
ー
ル
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
坂
城
町
の
将
来
を
担
う
青
少
年
を

健
全
に
育
成
す
る
た
め
に
は
、
青
少

年
が
規
範
意
識
を
も
ち
、
町
民
の
一

員
と
し
て
自
覚
と
誇
り
が
も
て
る
よ

う
、
家
庭
・
学
校
・
地
域
が
一
体
と
な
っ

て
支
え
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
そ
の
よ
う
な
中
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
の
普
及
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
は
じ
め
と
す

る
青
少
年
を
取
り
巻
く
情
報
社
会
環

境
が
大
き
く
変
化
す
る
と
と
も
に
、

薬
物
等
の
違
法
・
有
害
情
報
に
接
触

す
る
な
ど
、
犯
罪
に
巻
き
込
ま
れ
る

危
険
性
が
増
え
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
い
じ
め
、
不
登
校
、
ひ
き

こ
も
り
等
の
問
題
へ
の
対
応
も
喫
緊

の
課
題
で
す
。
こ
う
し
た
課
題
解
決

に
向
け
、
関
係
機
関
と
の
連
携
に
よ

り
社
会
全
体
で
取
り
組
ん
で
い
く
こ

と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
坂
城
町
青
少
年
を
育
む
町
民
会
議

で
は
、
育
成
部
会
・
教
育
部
会
・
環

境
部
会
を
置
き
、
家
庭
・
学
校
・
地

域
お
よ
び
行
政
が
協
働
し
、
青
少
年

健
全
育
成
の
た
め
町
民
ぐ
る
み
の
青

少
年
育
成
活
動
を
推
進
し
ま
す
。

■
発
行
・
編
集

　坂
城
町
青
少
年
を
育
む
町
民
会
議

　
　
　
　
　（坂
城
町
教
育
委
員
会

　教
育
文
化
課
生
涯
学
習
係
）

青
少
年
の
ひ
ろ
ば

青
少
年
の
ひ
ろ
ば
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■
発
行
・
編
集

　坂
城
町
青
少
年
を
育
む
町
民
会
議

　
　
　
　
　（坂
城
町
教
育
委
員
会

　教
育
文
化
課
生
涯
学
習
係
）

　
坂
城
町
で
は
、
青
少
年
の
健
全
育
成
を
図
る
「
坂
城

町
青
少
年
を
育
む
町
民
会
議
」（
山
村  

弘 

会
長
、
後
藤 

敏
一 

理
事
長
）
が
組
織
さ
れ
、「
教
育
部
会
」「
育
成
部
会
」

「
環
境
部
会
」
の
３
つ
の
部
会
を
設
け
、
そ
れ
ぞ
れ
部
会

長
を
中
心
に
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

○
坂
城
町
Ｐ
Ｔ
Ａ
連
合
会
研
究
集
会

　
11
月
11
日（
土
）

教
育
部
会（
町
田
貞
部
会
長
）

育
成
部
会（
山
崎
弘
幸
部
会
長
）

環
境
部
会（
守
屋
清
子
部
会
長
）

○
有
害
環
境
一
斉
点
検
（
年
度
内

２
回
予
定
）

　
時
期
未
定

○
川
の
学
校

　
６
月
24
日（
土
）・
25
日（
日
）

○
ジ
ュ
ニ
ア
リ
ー
ダ
ー
養
成
研
修
会

　
８
月
８
日（
火
）・　９
日（
水
）

○
ウ
ォ
ー
ク
ラ
リ
ー
大
会

　
10
月
14
日（
土
）

○
坂
城
町
子
ど
も
会
リ
ー
ダ
ー
研

修
会

　
令
和
６
年
３
月
19
日（
火
）

〇
育
成
部
会
（
年
度
内
３
回
）

　
８
月
23
日（
水
）・　令
和
６
年
３

月
下
旬

▲昨年度のウォークラリーの様子

小学校３年生から中学３年生（保護者同伴）で
　　　　２日間参加できる方が対象です！　　
　　  詳しくは文化センター（☎82－2069）　
　　  にお問い合わせください。

小学校３年生から中学３年生（保護者同伴）で
　　　　２日間参加できる方が対象です！　　
　　  詳しくは文化センター（☎82－2069）　
　　  にお問い合わせください。

◎申請・問い合わせ先　福祉健康課福祉係　☎82－3111（内線 135）　直通 75－6205
詳しくは、下記にお問い合わせください。

児童扶養手当の支給要件に該当している児童を監護等している方であって、次の⑴～⑶のいずれかに該当する方
⑴ 令和５年３月分の児童扶養手当の支給を受けている方（※１）
⑵ 公的年金等（※２）を受給していることにより、令和５年３月分の児童扶養手当の支給を受けていない方（※３）
⑶ 令和５年３月分の児童扶養手当は受給していないが、食費等の物価高騰の影響を受けて直近の収入の家計が 
　 急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方

（※１）児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります。

（※２）遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など

（※３）既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、全部また  

　　　  は一部停止されたと推測された方も対象になります。

上記支給対象者 ⑴ に該当する方　　　　　　　　申請不要　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５月末に児童扶養手当の支給口座に振込みました。）
上記支給対象者 ⑵ と ⑶ に該当する方　　　　　申請必要　

申請期限　令和６年２月 29 日（木）

（ア）令和４年度「坂城町低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外）」を
　　受給した方

（イ）令和５年３月 31 日時点で 18 歳未満の児童（障がい児の場合 20 歳未満）を養育する父母等であって、令和
　　５年１月１日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方（※１）

（※１）令和６年２月末までに生まれた新生児等も対象になります。

上記支給対象者（ア）に該当する方　　　　　  申請不要　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５月末に令和４年度の特別給付金支給口座に振込みました。）
上記支給対象者（イ）に該当する方　　　　　  申請必要　

児童 1 人あたり５万円

申請期限　令和６年２月 29 日（木）
令和６年３月分の児童手当または特別児童
扶養手当の認定請求などをした方は令和６
年３月 15 日 ( 金 )

児童１人あたり５万円
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